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規 則

三 重 県 高 等 学 校 等 修 学 奨 学 金 の 貸 与 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。

平 成 二 十 五 年 七 月 二 十 九 日

三 重 県 教 育 委 員 会 委 員 長 岩 崎 恭 典

三 重 県 教 育 委 員 会 規 則 第 五 号

三 重 県 高 等 学 校 等 修 学 奨 学 金 の 貸 与 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

三 重 県 高 等 学 校 等 修 学 奨 学 金 の 貸 与 に 関 す る 規 則 （ 平 成 十 四 年 三 重 県 教 育 委 員 会 規 則 第 十 六 号 ） の 一 部 を 次 の

よ う に 改 正 す る 。

第 九 条 第 一 項 に 次 の た だ し 書 を 加 え る 。

た だ し 、 当 該 奨 学 生 が 次 の 各 号 の い ず れ に も 該 当 し な い 状 態 に 至 っ た と き は 、 奨 学 金 の 貸 与 を 再 度 申 請 す る

こ と を 妨 げ な い 。

第 九 条 第 一 項 第 二 号 中 「 辞 退 し た と き 」 の 下 に 「 、 又 は 、 貸 与 継 続 の 意 思 確 認 が で き な い と き 」 を 加 え 、 同 条

同 項 中 第 七 号 を 第 八 号 と し 、 同 号 の 前 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

七 在 学 す る 高 等 学 校 等 に お け る 休 学 期 間 が 連 続 し て 三 年 に 達 し た と き 。

第 十 一 条 第 三 項 中 「 三 重 県 税 外 収 入 通 則 条 例 （ 昭 和 三 十 九 年 三 重 県 条 例 第 十 三 号 ） 第 五 条 及 び 附 則 第 六 項 」 を

「 民 法 （ 明 治 二 十 九 年 四 月 二 十 七 日 号 外 法 律 第 八 十 九 号 ） 第 四 百 四 条 、 第 四 百 十 五 条 及 び 第 四 百 十 九 条 」 に 、 「 延

滞 金 」 を 「 遅 延 損 害 金 」 に 改 め る 。

附 則 を 附 則 第 一 項 と し 、 附 則 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

２ 当 分 の 間 、 第 三 条 第 一 項 第 三 号 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 号 中 「 生 活 保 護 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第

百 四 十 四 号 ） 第 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 基 準 」 と あ る の は 、 「 平 成 二 十 五 年 厚 生 労 働 省

告 示 第 百 七 十 四 号 に よ る 改 正 前 の 生 活 保 護 法 に よ る 保 護 の 基 準 （ 昭 和 三 十 八 年 厚 生 省 告 示 第 百 五 十 八 号 ） 」 と

す る 。



 

 

第６号様式（第 11 条関係）
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第 六 号 様 式 を 次 の と お り 改 め る 。



 

        

                                                                     

  

  

  

 

                                               

  

               

           

  

                                                

                                                  

        
 

 
 

第 11 号様式（第５条関係）
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第 十 一 号 様 式 を 次 の と お り 改 め る 。
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附 則

１ こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 五 年 八 月 一 日 か ら 施 行 し 、 改 正 後 の 三 重 県 高 等 学 校 等 修 学 奨 学 金 の 貸 与 に 関 す る 規 則

（ 以 下 「 新 規 則 」 と い う 。 ） 第 十 一 条 第 三 項 の 規 定 は 、 改 正 前 の 三 重 県 高 等 学 校 等 修 学 奨 学 金 の 貸 与 に 関 す る 規

則 （ 以 下 「 旧 規 則 」 と い う 。 ） の 規 定 に よ り 計 算 し 、 債 務 名 義 を 得 た 旧 規 則 第 十 一 条 第 三 項 の 延 滞 金 を 除 き 、

平 成 十 四 年 四 月 一 日 か ら 適 用 す る 。

２ こ の 規 則 の 施 行 の 日 前 に 、 旧 規 則 第 七 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 教 育 長 が 貸 与 期 間 の 延 長 を 認 め た も の に つ い て

は 、 新 規 則 第 九 条 第 一 項 第 七 号 の 規 定 は 、 適 用 し な い 。

人 事 異 動

三重県教育改革推進会議条例（平成19年三重県条例第42号）第₄条の規定により、次のとおり三重県教育改革
推進会議委員を任命しました。

平成25年₇月26日
三 重 県 教 育 委 員 会

任命（辞令年月日 平成25年₇月26日）
泉 みつ子
梅 村 光 久
太 田 浩 司
小 澤 静 香
小 野 芳 孝
亀 井 利 克
栗 原 輝 雄
佐 藤 美保子
鈴 村 豊 嗣
曽 我 基 子
中 村 武 志
西 田 寿 美
沼 口 義 昭
東 博 武
水 谷 貴 子
耳 塚 寛 明
向 井 弘 光
森 喜 るみ子
山 川 紀 子
山 田 康 彦

正 誤

平成25年₇月17日付け教育公報第1672号に登載しました、平成26年度三重県立高等学校入学定員の告示中
ページ ₃ 行 ₁（右表）

誤
「（通信制課程）」

正
「（定時制課程）」
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